
1 e-Gov電子申請へアクセス

こちらのリンクからe-Gov電子申請
にお進みください。

｢e-Gov電子申請｣トップページのログインをクリックするとアプリ
ケーション起動画面となります。

ログインをクリック

｢e-gov電子申請｣で検索してアクセスします。
https://shinsei.e-gov.go.jp/

または、厚生労働省のホームページから、｢テーマ別に探す｣>｢雇用・労働｣>｢雇用｣>
｢労働者派遣事業・職業紹介事業等の適正な運用｣>｢令和４年職業安定法の改正につい
て｣の順にクリックし、ページ内の｢e-Gov電子申請｣へアクセスします。
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｢e-Gov電子申請アプリケーションを起動｣をクリックしてください。

※e-Gov電子申請アプリケーションのインストールがお済みでない場
合は、｢e-Gov電子申請アプリケーションのダウンロード｣に進んでく
ださい。
また、e-Govへのログインが初めての方は、｢利用準備の①｣からア
カウント登録を行ってください。

２ e-Gov電子申請ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ起動画面
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e-Govログイン画面

e-Govアカウントとして登録しているメールアドレス、パスワードを
入力してください。

※ e-Govへのログインが初めての方は、｢e-Gov電子申請トップ｣>｢e-
Govを初めてお使いの方へ｣からアカウント登録してください。

※ e-Govへのログインが初めての方は、｢e-Govトップページ｣>｢e-Govを初めてお使いの方へ｣からアカウント登録して
ください。

e-Govアカウントとして登録しているメールアドレス及び
パスワードが必要です。

３
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手続検索画面にて｢手続分野分類から探す｣の｢雇用・労働｣をクリック
すると｢手続検索結果一覧｣の画面になります。
｢手続分野分類｣欄のプルダウンメニューから
中分類：｢雇用｣、小分類：｢特定募集情報等提供事業｣を選択し、｢検
索｣をクリックしてください。
検索後の画面で、｢特定募集情報等提供事業の届出｣をクリックすると、
手続き情報画面となります。

４ 手続検索画面

「雇用・労働」を
クリック

「特定募集情報等提供事業の届出」をクリック
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５ 手続き情報画面

～申請にあたって、添付するエクセルファイルの入力から行います～

｢特定募集情報等提供事業届出書｣、｢メールアドレス登録様式｣の２つ
のファイルをダウンロードし、パソコンの任意の場所（デスクトップ
等）に保存してください（ファイル形式は変更しないでください。）。

電子申請にあたっては、
必ずこのエクセルファイルを使用して
ください。
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５でダウンロードしたファイルを開き、届出内容を入力します。
※入力内容については電子申請方法別利用案内の｢記載要領(記載例)｣をご覧く
ださい。

１

２

届出書入力後は、届出書ファイルをパソコンの任意の場所（デスクトップ
等）に保存してください。

６ 届出書ファイル
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サービスが６つ以上あり、様式第８号の３(裏面)に入力できない場合
は、同一ファイル内にある別シート｢別紙｣に入力してください。
なお、提供している全てのサービスを網羅している必要はなく、提供
している主なサービスについて記載してください。
※入力内容については電子申請方法別利用案内の｢記載要領(記載例)｣をご覧く
ださい。 ３

｢メールアドレス登録様式｣の入力をしてください。

メールアドレス登録様式入力後は、様式ファイルをパソコンの任意の場所
（デスクトップ等）に保存してください。

届出書入力後は、届出書ファイルをパソコンの任意の場所（デスクトップ
等）に保存してください。
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２つのファイルをパソコンに保存したら、手続き情報画面に戻ります。
手続情報画面の｢申請書入力へ｣をクリックします。

７ 手続き情報画面（つづき）
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申請書入力画面が表示されたら、｢１．基本情報 申請者情報｣を
入力してください。

申請書入力（申請者情報入力画面）

※｢必須｣と表示されている項目は必ず入力してください。

個人か法人か選択
してください

記入した情報を次回も使う場合は
チェックが入っていることを確認
してください。

申請書入力画面へ戻る

枠内を入力してください

8－１

申請者情報入力画面へ
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申請書入力画面へ戻る

枠内を入力してください

申請書入力（連絡先情報入力画面）

※｢必須｣と表示されている項目は必ず入力してください。

個人か法人か選択
してください

連絡先情報入力画面へ

8－2
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申請内容確認画面へ

（１０へ進む）

申請書入力（つづき）
（申請・届出に関する情報入力）

９－１

添付書類追加画面へ

（９－２へ）

提出先選択画面へ

（９－３へ）

申請書入力画面の｢１．基本情報 申請者情報 連絡先情報｣の入力後、
｢２．特定募集情報等提供事業の届出／電子申請｣を入力して下さい。
｢電子申請システムで受け付けることを希望する旨の届出｣を入力後、
｢書類を添付｣をクリックし、｢特定募集情報等提供事業届出書｣と
｢メールアドレス登録様式｣ファイルを添付後（※）｢提出先を選択｣へ
と進んで下さい。

※個人の方で｢住民票の写し｣の郵送が必要な方は、９－２の添付書類追加画面で
｢追加｣ボタンをクリックし、必要な操作をしてください。操作方法は次ページ以
降をご覧ください。
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｢参照｣をクリックして、６で届出書を入力後、パソコンに保存した
｢特定募集情報等提供事業届出書｣のファイルを選択してください。
｢追加｣をクリックして｢メールアドレス登録様式｣を選択してください。

申請書入力（添付書類追加画面）９－2

｢添付｣をクリックで
申請書入力画面へ戻る

必ず５の画面でダウンロードして入力したエクセルファイルを使用してください。

追加をクリック

参照をクリックし、
「特定募集情報等提供事業届出書」ファイルを選択

｢この書類を提出｣にチェックしてください。
書類名：｢メールアドレス登録様式｣と入力
してください。
提出形式：｢添付｣を選択してください。
｢参照｣をクリックし｢メールアドレス登録
様式｣ファイルを選択してください。

※個人の方で｢住民票の写
し｣の提出が必要な場合は、
再度｢追加｣をクリックして、
次ページの手順に進んでく
ださい。
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（個人の場合）本ｅ－Gｏｖ電子申請による届出書とは別に、｢住民票の写し｣１部を郵送により提
出してください。ただし、職業紹介事業又は労働者派遣事業の許可番号若しくは届出受理番号を
得ている者は、届出書の｢許可番号｣欄や｢届出受理番号｣欄に必要な記載をすることにより｢住民票
の写し｣の郵送が不要となります。
（法人の場合）厚生労働省において登記情報連携システムにより登記事項証明書を入手できるた
めｅ－Gｏｖ電子申請上の登記事項証明書の添付や郵送による提出は不要です。ただし、厚生労働
省において、登記情報連携システムにより確認ができない場合は、厚生労働省からご連絡を差し
上げ、登記事項証明書（１部）の提出を求めることがありますので、予めご了承ください。
（共通）｢特定募集情報等提供事業届出書｣等は必ず｢Ｅｘｃｅｌ｣で提出してください（ＰＤＦで
は受付ができません）。

個人の方で本ｅ－Gｏｖ電子申請による届出書とは別に、｢住民票の写
し｣１部の提出が必要な方（詳細は本ページの下段参照）は、前ペー
ジで｢メールアドレス登録様式｣を選択した後、｢追加｣をクリックして
ください。
｢この書類を提出｣にチェックを入れ、書類名に｢住民票の写し｣と入力、
提出形式：｢別送｣を選択してください。
法人の方は本ページ下段をご確認ください。

｢添付｣をクリックで
申請書入力画面へ戻る

｢この書類を提出｣にチェックしてください。
書類名：｢住民票の写し｣と入力してください。
提出形式： ｢別送｣を選択してください。
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｢大分類｣から｢厚生労働省職業安定局需給調整事業課 労働市場基盤
整備室｣を選択します。
選択が完了したら、｢設定｣をクリックして提出先選択画面を閉じ、申
請書入力画面に戻ります。

※小分類は選択しません

申請書入力（提出先選択画面）９－3

申請書入力画面へ戻る

ここをクリックして
｢厚生労働省職業安定局需給調整事業課
労働市場基盤整備室｣を選択

※中分類は選択しません
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個人の方で｢住民票の写し｣を郵送に
て提出が必要な場合は、添付書類の
欄に右記のように表示されます。

申請内容に不備の無いことを確認し、｢提出｣ボタンで提出して下さい。
申請内容を修正する場合は、｢修正｣ボタンから｢申請書入力画面｣へ
戻って下さい。

申請内容確認画面10

｢電子申請システムで受け付けること
を希望する旨の届出｣が出力されます。
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｢提出完了画面｣から提出が完了したことを確認して下さい。
※｢申請書控え｣の保存をお忘れなきようご注意下さい。

申請書控えを必ず保存してください。
（後日、内容について確認させていただく場合があります。）

11 提出完了画面
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